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（提案理由説明） 

本件は、町田市公告式条例の改正に伴い、関係する規定を整備するため、改正

するものです。 



別紙のとおり、町田市教育委員会公告式規則を一部改正したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

町田市公告式条例の改正に伴い、関係する規定を整備するため、改正するもので

す。 

２ 改正内容 

改正の内容は、次のとおりです。 

（１）教育委員会規則の公布等に係る公告式を、町田市公告式条例に定める公告式に

改めます。（第３条関係） 

（２）その他文言の整理を行います。 

３ 施行期日 

２０２６年６月１日から施行します。 



町田市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

町田市教育委員会公告式規則（昭和３３年２月町田市教育委員会規則第２号）の一

部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
 

改正後 改正前 

 （趣旨）  

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第１５条

第２項の規定に基づく公告式は、この規則の

定めるところによる。 

第１条 教育委員会規則、告示、及びその他公

表を要するものの公告式は本規則による。 

 （教育委員会規則の公布）  

第２条 略 第２条 略 

第３条 教育委員会規則を公布しようとすると

きは公布の年月日、公布の旨の前文及び教育

委員会名を記入し、町田市教育委員会の印を

押し、町田市教育委員会教育長が署名しなけ

ればならない。 

第３条 教育委員会規則を公布しようとすると

きは番号、年月日、公布の旨の前文及び教育

委員会名を記入し、教育委員会の印を捺し、

教育委員会教育長が署名しなければならな

い。 

２ 教育委員会規則の公布は、次に掲げる事項

を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）を町田市公告式条例（昭和３３年

２月町田市条例第３号）第２条第２項のウェ

ブサイトに掲載し、又は当該事項を記載した

書面を同項の掲示場に掲示してこれを行う。 

 

（１）公布の旨の前文  

（２）公布の年月日  

（３）教育委員会名  

（４）当該教育委員会規則の条文  

 第４条 教育委員会の規則の公布及び告示は、

市役所及び市民センター（町田市地域センタ

ー条例（昭和５７年９月町田市条例第３７号）

第２条第１項に規定するセンターをいう。）

前の掲示場に掲示してこれを行う。 

 （教育委員会規則の施行期日）  



第４条 教育委員会規則は、特に施行期日を定

めた場合を除き、公布の日から起算して１０

日を経過した日から施行する。 

第５条 教育委員会規則は特に施行期日を定め

た場合を除いては公布の日から起算して１０

日を経過した日から施行する。 

 （準用）  

第５条 前２条の規定は、教育委員会の定める

規程（教育委員会規則を除く。）の公表につ

いて準用する。 

第６条 前３条の規定は、教育委員会の行う公

表を要するものに準用する。 

附 則 

この規則は、令和８年６月１日から施行する。 


